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議 案 目 録 

 

議案第 １ 号  すべての人が自分らしく生きられるインクルーシブなま

ちづくり条例制定のこと 

〃 第 ２ 号  明石市認知症あんしんまちづくり条例制定のこと 

〃 第 ３ 号  明石市水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条

例制定のこと 

〃 第 ４ 号  明石市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定のこと 

〃 第 ５ 号  明石市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例及

び明石市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例制定のこと 

〃 第 ６ 号  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例制定のこと 

〃 第 ７ 号  明石市立学校条例の一部を改正する条例制定のこと  

〃 第 ８ 号  明石市こども総合支援条例の一部を改正する条例制定の

こと   

〃 第 ９ 号  明石市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定のこと 

〃 第 １ ０ 号  明石市消防団条例の一部を改正する条例制定のこと 

〃 第 １ １ 号  明石市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例制定のこと 

〃 第 １ ２ 号  令和３年度明石市一般会計補正予算（第１０号） 

〃 第 １ ３ 号  令和３年度明石市一般会計補正予算（第１１号） 

〃 第 １ ４ 号  令和３年度明石市葬祭事業特別会計補正予算（第１号） 

〃 第 １ ５ 号  令和３年度明石市国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第１号） 

〃 第 １ ６ 号  令和３年度明石市財産区特別会計補正予算（第１号） 

〃 第 １ ７ 号  令和３年度明石市公共用地取得事業特別会計補正予算あ

（第 1号） 

〃 第 １ ８ 号  令和３年度明石市介護保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

〃 第 １ ９ 号  令和３年度明石市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号） 



〃 第 ２ ０ 号  令和３年度明石市水道事業会計補正予算（第２号） 

〃 第 ２ １ 号  令和３年度明石市下水道事業会計補正予算（第２号） 

〃 第 ２ ２ 号  山陽本線西明石構内南畑踏切除却立体交差工事委託契約

のこと 

〃 第 ２ ３ 号  訴えの提起のこと 

〃 第 ２ ４ 号  訴訟和解のこと 

〃 第 ２ ５ 号  包括外部監査契約のこと 

〃 第 ２ ６ 号  市道路線認定のこと 

〃 第 ２ ７ 号  令和４年度明石市一般会計予算 

〃 第 ２ ８ 号  令和４年度明石市葬祭事業特別会計予算 

〃 第 ２ ９ 号  令和４年度明石市国民健康保険事業特別会計予算 

〃 第 ３ ０ 号  令和４年度明石市財産区特別会計予算 

〃 第 ３ １ 号  令和４年度明石市公共用地取得事業特別会計予算 

〃 第 ３ ２ 号  令和４年度明石市石ヶ谷墓園整備事業特別会計予算 

〃 第 ３ ３ 号  令和４年度明石市地方卸売市場事業特別会計予算 

〃 第 ３ ４ 号  令和４年度明石市介護保険事業特別会計予算 

〃 第 ３ ５ 号  令和４年度明石市土地区画整理事業清算金特別会計予算 

〃 第 ３ ６ 号  令和４年度明石市後期高齢者医療事業特別会計予算 

〃 第 ３ ７ 号  令和４年度明石市病院事業債管理特別会計予算 

〃 第 ３ ８ 号  令和４年度明石市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会

計予算 

〃 第 ３ ９ 号  令和４年度明石市水道事業会計予算 

〃 第 ４ ０ 号  令和４年度明石市下水道事業会計予算 

報告第 １ 号  議決事項一部変更専決処分につき報告のこと 

〃 第 ２ 号  議決事項一部変更専決処分につき報告のこと 

〃 第 ３ 号  訴えの提起専決処分につき報告のこと 

〃 第 ４ 号  損害賠償額決定専決処分につき報告のこと 

〃 第 ５ 号  損害賠償額決定専決処分につき報告のこと 
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議案第 １ 号 
すべての人が自分らしく生きられるインクルーシブなま

ちづくり条例制定のこと 

 １ 要  旨 

すべての市民が大切にされ、誰一人取り残されることのないインクルー

シブな社会を実現するための指針として、新たに条例を制定しようとする

もの。 

 

 ２ 内  容 

  (１) 基本理念 

     インクルーシブ社会は、次に掲げる社会となることを基本理念とする。 

   ア 支援が必要な人が確実に支援を受けられる社会 

   イ 支援が必要な人の自己決定権が尊重される社会 

   ウ すべての人にインクルーシブ理念の必要性が理解される社会 

   エ すべての人が個性を活かし、持てる力を最大限に発揮できる社会 

(２) インクルーシブ社会を実現するための市の責務並びに市民及び事業

者の役割について規定 

(３) 基本方針 

   インクルーシブ社会の実現にあたり、次に掲げる事項を基本方針と

する。 

ア あらゆる差別が解消されること 

イ インクルーシブな取組等を効果的に実施するため、障害者等の当事

者参画の機会が確保されること 

ウ すべての人が必要な情報を確保し、利用できるよう配慮されること 

エ 市、市民、事業者及び関係機関は、相互に連携協力し、一体となっ

てインクルーシブな取組等を推進すること 

(４) 基本的な施策 

   インクルーシブ社会を実現するため、次に掲げる施策を推進する。 

 ア インクルーシブ教育の理念が共有され、誰もが参加し、学ぶことが

できる環境づくり 



－2－ 

 イ 災害時要配慮者への支援 

 ウ 総合相談支援体制の整備 

 エ 誰もが地域で安心して快適に生活するための支援 

 オ 障害者等に対する雇用及び就労の支援 

 カ すべての市民が地域生活関連施設を安全かつ快適に利用できる取組

の実施 

 キ すべての市民の安全で安心かつ自由な移動を実現するための切れ目

のない移動手段の確保及び整備 

 ク 移動等円滑化促進方針又は基本構想に従ったユニバーサルデザイン

のまちづくり 

 ケ 誰もが旅行を安心して楽しむことができる環境の整備及び当該旅行

の普及促進 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－3－ 

議案第 ２ 号 明石市認知症あんしんまちづくり条例制定のこと 

 １ 要  旨 

   認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを推進するため、基本理

念、市の責務及び市民等の役割並びに認知症の人等に関する施策の基本と

なる事項を定めることにつき、新たに条例を制定しようとするもの。 

 

 ２ 内  容 

  (１) 基本理念 

     認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを推進するにあた

り、次に掲げる事項を基本理念とする。 

   ア 認知症の人等の意思決定に係る適切な支援及び自発的意思の尊重 

   イ 認知症の人等の視点に立ち、認知症の人等が必要な支援を受けるこ

とができる支援体制の実現 

   ウ 相互に連携し支え合う地域社会の実現 

  (２) 認知症になっても安心して暮らせるまちづくりのための市の責務並

びに認知症の人等及び関係機関等の役割について規定 

  (３) 基本的施策 

     認知症の人等に対する支援を総合的かつ効果的に推進するため、次

に掲げる施策を推進する。 

   ア 認知症に関する正しい知識の普及活動等 

   イ 認知症の疑いのある人への早期の気づき及び切れ目のない支援 

   ウ 認知症の人等が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう

にするための支援 

   エ 認知症になっても地域の一員として社会生活を営むことができる社

会の実現に向けた支援 

オ 成年後見制度の利用促進等 

カ 関係機関との連携及び情報提供 

キ 感染症等の発生時における認知症の人等の安全確保に資する施策 

 

 ３ 施行期日 

   公布の日 
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議案第 ３ 号 
明石市水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条

例制定のこと 

 １ 要  旨 

   海域等における水上オートバイ等の利用に伴う事故を防止し、海域等利

用者の生命、身体及び財産の保護を図るため、新たに条例を制定しようと

するもの。 

 

 ２ 内  容 

  (１) 水上オートバイ等の安全な利用を促進するための市及び事業者の責

務並びに市民の役割について規定する。 

  (２) 遊泳者安全区域の指定 

     市長は、海域等において多数の遊泳者の利用が見込まれ、遊泳者に

係る危害を防止するために必要があると認めるときは、期間を定めて、

海域等のうち特定の区域を遊泳者安全区域として指定することができ

る。 

  (３) 水上オートバイ等による危険行為の禁止 

     水上オートバイ等を操縦する者は、次に掲げる方法で、水上オート

バイ等を操縦してはならない。 

ア 海域等利用者の付近において、水上オートバイ等をこれらの者との

衝突その他の危険を生じさせるおそれのある速力で航行する操縦の方

法 

イ 海域等利用者の付近において、水上オートバイ等を急回転し、又は

縫航する操縦の方法 

(４) 罰則 

   遊泳者安全区域において、(３)に掲げる方法で水上オートバイ等を

操縦した者は、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

 

 ３ 施行期日 

   公布の日。ただし、２の(４)については、公布の日から起算して２０日

を経過した日 



－5－ 

議案第 ４ 号 明石市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定のこと 

１ 要  旨 

   引用法令の改廃に伴い、規定の整備を図ろうとするもの。 

 

２ 内  容 

  次の法律が廃止され、個人情報保護法に統合されることに伴い、規定の

整備を図る。 

  ア 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 

 イ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 

 

３ 施行期日 

   令和４年４月１日 



－6－ 

議案第 ５ 号 

明石市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例及

び明石市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例制定のこと 

１ 要  旨 

職員の出産、育児等と仕事の両立を支援するため、国家公務員の取扱い

に準じて、不妊治療のための休暇制度を新設するとともに、育児休業を取

得しやすい制度及び環境を整備しようとするもの。 

 

 ２ 内  容 

  (１) 出生サポート休暇の新設 

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると

認められるとき、１年度において５日（体外受精及び顕微授精に係る

通院等にあっては、１０日）以内の出生サポート休暇を与える。 

  (２) 非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和 

     非常勤職員の育児休業の取得要件のうち、１年以上の在職期間の要

件を廃止する。 

  (３) 育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置 

     育児休業を取得しやすい勤務環境を整備するため、次に掲げる措置

を講じる。 

ア 妊娠、出産等を申し出た職員に対する育児休業制度の周知及びその

意向の確認 

イ 職員に対する育児休業に係る研修の実施 

ウ 育児休業に関する相談体制の整備 

 

３ 施行期日 

   令和４年４月１日 



－7－ 

議案第 ６ 号 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例制定のこと 

１ 要  旨 

兵庫県の学校医及び学校歯科医の報酬の取扱いに準じて、本市の学校医

及び学校歯科医の報酬の上限額の改定を行おうとするもの。 

 

２ 内  容 

学校医及び学校歯科医の報酬の上限額（年額）を引き上げる。 

（現行） 幼児、児童又は生徒１名につき年額４７４円（特別支援学校

にあっては７８８円）を加算した額 

（改正） 幼児、児童又は生徒１名につき年額４８４円（特別支援学校

にあっては８０４円）を加算した額 

 

 ３ 施行期日 

令和４年４月１日 
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議案第 ７ 号 明石市立学校条例の一部を改正する条例制定のこと 

１ 要  旨 

明石市立大久保南幼稚園及び明石市立二見北幼稚園を幼稚園型認定こど

も園として認定することに伴い、所要の整備を図ろうとするもの。 

 

２ 内  容 

幼稚園型認定こども園として認定することにより、保育の必要な事由の

認定を受けた満３歳以上の小学校就学前子ども（以下「保育認定子ども」

という。）が当該園を利用することができるようになるため、保育認定子

どもが延長保育を利用する際の延長保育料に係る規定を新設する。 

 

 ３ 施行期日 

 令和４年４月１日 



－9－ 

議案第 ８ 号 
明石市こども総合支援条例の一部を改正する条例制定の

こと 

１ 要   旨 

ヤングケアラー（家事、家族の世話、介護等に関し過度な負担を対価な

く強いられているこどもをいう。）及び一時保護、施設入所等の措置を受

けたこどもへの支援について定めようとするもの。 

 

 ２ 内   容 

(１) ヤングケアラーへの支援 

   市は、家事、家族の世話、介護等を対価なく行うこどもが過度な負

担を強いられることのないよう、これらのこどもが健やかに成長する

ための環境を整備するために必要な施策を講ずる。 

  (２) 一時保護、施設入所等の措置を受けたこどもへの支援 

     市は、一時保護、施設入所等の措置を受けたこどもの有する意見表

明権をはじめとする権利を保障し、その権利が不当に制限されること

のないよう、必要な施策を講ずる。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

 



－10－ 

議案第 ９ 号 
明石市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定のこと 

１ 要  旨 

民法の一部改正に伴い、成年年齢が１８歳に引き下げられたため、所要

の整備を図ろうとするもの。 

 

 ２ 内  容 

児童福祉施設の長による懲戒に係る権限の濫用禁止を定めた規定につい

て、所要の整備を図る。 

 （現行） 児童福祉施設に入所中の児童等（満２０歳に満たない者） 

 （改正） 児童福祉施設に入所中の児童（満１８歳に満たない者） 

 

３ 施行期日 

  令和４年４月１日 



－11－ 

議案第 １ ０ 号 明石市消防団条例の一部を改正する条例制定のこと 

１ 要  旨 

消防団員を確保し、もって地域防災力の充実を図るため、国の基準に準

じて消防団員の報酬額を引き上げようとするもの。 

 

 ２ 内  容 

(１) 年報酬の引上げ 

職 名 改 正 現 行 

副分団長 45,500 円 38,400 円 

部 長 37,000 円 36,000 円 

班 長 37,000 円 28,200 円 

団 員 36,500 円 21,500 円 

(２) 出動等に対する報酬の引上げ 

 （現行） 

区 分 支給単位 報酬額 

火災出動等に対する報酬 １回 1,200 円 

その他の災害出動等に対する報酬 １回 1,500 円 

（改正） 

区 分 支給単位 報酬額 

災害出動に対する報酬 １日 
４時間未満 4,000 円 

４時間以上 8,000 円 

訓練及び警戒に対する報酬 １日 3,500 円 

 

３ 施行期日 

  令和４年４月１日 



－12－ 

議案第 １ １ 号 
明石市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例制定のこと 

１ 要  旨 

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正に伴い、

所要の整備を図ろうとするもの。 

 

 ２ 内  容 

株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が実施する傷病補

償年金等を担保として貸付を行う事業が廃止されることに伴い、当該担保

に係る規定を削除する。 

 

３ 施行期日 

  令和４年４月１日 



－13－ 

議案第 １ ２ 号 令和３年度明石市一般会計補正予算（第１０号） 

今回の補正は、歳出で、所得制限により国の給付金の支給対象外となった

子育て世帯に対し、臨時特別給付金を支給するための経費の追加を行うとと

もに、歳入では、国庫支出金を追加するもの。 

 

〔 補正額  401,400 千円    補正後  135,459,469 千円 〕 
 

歳 入    

国 庫 支 出 金 401,400 千円 総務費国庫補助金 401,400 千円 

  (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ) 

歳 出    

 扶 助 費 401,400 千円 子育て世帯への臨時特別  

給 付 金 給 付 事 業 費 

401,400 千円 

  （所得制限により国の給付金の支給対象外となった子育

て世帯 児童一人あたり 10 万円） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



－14－ 

議案第 １ ３ 号 令和３年度明石市一般会計補正予算（第１１号） 

今回の補正は、歳出で、新型コロナウイルス感染症対応経費として、ＰＣ

Ｒ検査等に係る新型コロナウイルス感染症対策事業費をはじめ、国の補正予

算に伴う(仮称)１７号池公園整備事業費及び執行見込み等による各種経費

の補正を行うとともに、歳入では、地方交付税、市税等を追加し、市債、繰

入金等を減額するもの。 

また、併せて、繰越明許費の設定を行うもの。 
 
 
〔 補正額 △1,206,891 千円    補正後  134,252,578 千円 〕 

 
 
歳 入    

市 税 1,000,000 千円 個 人 市 民 税 300,000 千円 

  法 人 市 民 税 500,000 千円 

  固 定 資 産 税 等 200,000 千円 

法人事業税交付金 100,000 千円 法人事業税交付金  

地方消費税交付金 400,000 千円 地方消費税交付金  

地方特例交付金 △ 218,729 千円 新型コロナウイルス感染症対策  

地方税減収補填特別交付金等  

 

地 方 交 付 税 2,091,371 千円 普 通 交 付 税  

国 庫 支 出 金 △ 37,912 千円 総務費国庫補助金 335,624 千円 

  (うち新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  320,337 千円 )  

  衛生費国庫補助金等 △ 373,536 千円 

県 支 出 金 △ 437,880 千円 民生費県補助金等  

財 産 収 入 48,679 千円 不動産売払収入等  

寄 附 金 160,000 千円 総 務 費 寄 附 金  

繰 入 金 △ 1,673,037 千円 財 政 基 金 繰 入 金 △ 1,500,000 千円 

  減債基金繰入金等 △ 173,037 千円 

繰 越 金 240,008 千円 前 年 度 繰 越 金  

市 債 △ 2,965,153 千円 臨 時 財 政 対 策 債 △ 1,793,653 千円 

  民 生 債  △ 592,500 千円 

  教 育 債 等  △ 579,000 千円 

そ の 他 収 入  85,762 千円    
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歳 出 
   

補 助 費 等 576,621 千円 国県補助金精算等償還金 750,000 千円 

  水産一般振興事業費 49,779 千円 

  児童相談所運営事業費等  △ 223,158 千円 

人 件 費 558,280 千円 職員費(退職手当)等  

扶 助 費 315,000 千円 介護給付(居宅系以外)事業費 450,000 千円 

  障害児通所支援事業費 220,000 千円 

  私立保育所事業費 151,000 千円 

  生活保護運営事業費 △ 300,000 千円 

  子育て世帯生活支援 

特別給付金給付事業費等 

△ 206,000 千円 

物 件 費 215,858 千円 新型コロナウイルス 

感染症対策事業費 

440,000 千円 

  （市内医療機関・行政検査等ＰＣＲ検査等経費の追加） 

  ふるさと納税促進事業費 57,000 千円 

  産業廃棄物対策事業費 △ 67,000 千円 

  埋 蔵 文 化 財 発 掘 
調 査 事 業 費 等 

△ 214,142 千円 

投 資 的 経 費 △ 2,565,526 千円 (仮称)17 号池公園整備事業費 63,600 千円 

  私立保育所・認定 

こども園等整備事業費 

△ 982,000 千円 

  福祉施設整備・人材育成事業費 △ 692,601 千円 

  小中学校施設整備事業費 △ 280,000 千円 

  交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 費 △ 121,278 千円 

  大久保駅前東西工区 

土地区画整理事業費等 

△ 553,247 千円 

貸 付 金 △ 163,000 千円 中 小 企 業 融 資 
対 策 事 業 費 等 

 

公 債 費 △153,956 千円 長 期 債 利 子 等  

そ の 他 経 費 9,832 千円   
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 繰越明許費 7,005,120 千円 都市開発一般事務事業 6,000 千円 

  市 役 所 新 庁 舎 建 設 事 業 165,000 千円 

  西 明 石 活 性 化 プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 20,000 千円 

  住 民 基 本 台 帳 事 務 事 業 10,000 千円 

  福祉施設整備・人材育成事業 120,000 千円 

  住民税非課税世帯等に対する

臨時特別給付金給付事業 

4,385,000 千円 

  子 育 て 世 帯 へ の 臨 時

特別給付金給付事業 

102,000 千円 

  魚 住 清 掃 工 場 解 体 事 業 11,000 千円 

  農業委員会運営事業 120 千円 

  農業用施設維持管理事業 9,000 千円 

  土 地 改 良 事 業 3,000 千円 

  あ か し 生 活 ・ 地 域 経 済

応援キャンペーン事業 

300,000 千円 

  海岸施設維持管理事業 20,000 千円 

  明石港再整備事業 50,000 千円 

  道路新設改良事業 181,000 千円 

  交通安全施設整備事業 1,173,000 千円 

  都市計画方針策定事業 4,000 千円 

  交 通 政 策 事 業 6,000 千円 

  大 久 保 駅 前 土 地
区 画 整 理 事 業 

29,000 千円 

  街 路 整 備 事 業 161,000 千円 

  ( 仮 称 ) １ ７ 号 池
公 園 整 備 事 業 

230,000 千円 

  都 市 公 園 安 全 ・
安 心 対 策 事 業 

20,000 千円 
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議案第 １ ４ 号 令和３年度明石市葬祭事業特別会計補正予算（第１号） 

  今回の補正は、歳出で、葬祭事業費の公課費を減額するとともに、歳入では、

葬祭事業収入を減額する一方、一般会計繰入金を追加するもの。 

 

〔 補正額   △1,000 千円    補正後   513,112 千円 〕 

 

歳 入 

 

葬 祭 事 業 収 入 △14,000 千円  葬 祭 収 入  

     

繰 入 金 13,000 千円  一 般 会 計 繰 入 金  

 

 

歳 出 

 

葬 祭 事 業 費 △1,000 千円  公 課 費  
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議案第 １ ５ 号 
令和３年度明石市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号） 

  今回の補正は、歳出で、執行見込みによる各種給付費の補正を行い、職員費

及び県支出金精算に係る償還金を減額するとともに、歳入では、国民健康保

険料を減額する一方、県支出金等を追加するもの。 

 

〔 補正額   662,500 千円    補正後   30,137,480 千円 〕 

 

歳 入 

 

国 民 健 康 保 険 料 △436,912 千円  一般被保険者国民健康保険料  
     

県 支 出 金 775,500 千円  保険給付費等交付金 774,000 千円 

   （ 普 通 交 付 金 ）  
     

   保険給付費等交付金 1,500 千円 

   （ 特 別 交 付 金 ）  
     

繰 入 金 299,396 千円  一 般 会 計 繰 入 金 51,072 千円 
     

   基 金 繰 入 金 248,324 千円 
     

繰 越 金 24,516 千円  前 年 度 繰 越 金  

 

 

歳 出 

 

総 務 費 △13,000 千円  職 員 費  
     

保 険 給 付 費 775,500 千円  一般被保険者療養給付費 950,000 千円 
     

   一般被保険者療養費 25,000 千円 
     

   審 査 支 払 手 数 料 500 千円 
     

   一般被保険者高額療養費  △200,000 千円 
     

諸 支 出 金 △100,000 千円  保険給付費等交付金償還金  
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議案第 １ ６ 号 令和３年度明石市財産区特別会計補正予算（第１号） 

   今回の補正は、大窪村財産区及び大久保町財産区について、歳出で、土地

処分に伴う水利補償金及び一般会計繰出金の減額などをするとともに、歳入

では、土地売払収入を減額する一方、前年度繰越金を追加するもの。 

 

〔 補正額  △1,022,557 千円    補正後   5,391,668 千円 〕 

 

歳 入 

 

財 産 収 入 △1,045,071千円  土 地 売 払 収 入  

   大 窪 村 財 産 区 △654,903 千円 

   大久保町財産区 △390,168 千円 

     

繰 越 金 22,514 千円  前 年 度 繰 越 金  

   大 窪 村 財 産 区 13,650 千円 

   大久保町財産区 8,864 千円 

 

 

歳 出 

 

諸 支 出 金 △452,866 千円  補償補填及び賠償金  

   大 窪 村 財 産 区 △218,301 千円 

   大久保町財産区 △130,057 千円 

     

   一般会計繰出金  

   大 窪 村 財 産 区 △65,491 千円 

   大久保町財産区 △39,017 千円 

     

予 備 費 △569,691 千円  予 備 費  

   大 窪 村 財 産 区 △357,461 千円 

   大久保町財産区 △212,230 千円 
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議案第 １ ７ 号 
令和３年度明石市公共用地取得事業特別会計補正予算

（第１号） 

   今回の補正は、歳出で、山手環状線街路事業の用地先行取得事業費を減額

するとともに、歳入では、市債を減額する一方、一般会計繰入金を追加する

もの。 

   また、併せて、繰越明許費の設定を行うもの。 

 

〔 補正額  △950,000 千円    補正後   2,050,000 千円 〕 

 

歳 入 

 

繰 入 金 100 千円  一般会計繰入金  

     

市 債 △950,100 千円  公 共 用 地 先 行  

   取 得 事 業 債  

 

 

歳 出 

 

行政財産取得費 △950,000 千円  山手環状線街路事業  

   用地先行取得事業  

 

 

 

繰 越 明 許 費 733,000 千円  山手環状線街路事業 566,000 千円 

   用地先行取得事業  

     

   江井ヶ島松陰新田線道路 167,000 千円 

   事業用地先行取得事業  
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議案第 １ ８ 号 
令和３年度明石市介護保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

   今回の補正は、歳出で、執行見込みによる各種給付費の補正を行い、職員

費を減額する一方、国県負担金等精算に係る償還金を追加するとともに、歳

入では、一般会計繰入金等を減額する一方、前年度繰越金等を追加するもの。 

 

〔 補正額   392,196 千円    補正後   24,533,817 千円 〕 

 

歳 入 
 

介 護 保 険 料 △3,624 千円  第１号被保険者介護保険料  
     
国 庫 支 出 金 3,624 千円  調 整 交 付 金 752 千円 
     
   介護保険災害等臨時特例補助金 2,872 千円 
     
繰 入 金 △29,800 千円  一 般 会 計 繰 入 金  
     
繰 越 金 421,996 千円  前 年 度 繰 越 金  

 
 

歳 出 
 

総 務 費 △29,800 千円  職 員 費  
     
保 険 給 付 費 0 千円  施設介護サービス等給付費 20,000 千円 
     
   居宅介護住宅改修費 4,000 千円 
     
   居宅介護サービス計画等給付費 9,000 千円 
     
   地域密着型介護サービス等給付費 △100,000 千円 
     
   介護予防サービス等給付費 65,000 千円 
     
   介護予防住宅改修費 6,000 千円 
     
   介護予防サービス計画等給付費 12,000 千円 
     
   地域密着型介護予防サービス等給付費 △6,000 千円 
     
   高額医療合算介護サービス費 △1,000 千円 
     
   特定入所者介護サービス等費 △5,000 千円 
     
   審 査 支 払 手 数 料 △4,000 千円 
     
諸 支 出 金 421,996 千円  国県負担金等精算金償還  
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議案第 １ ９ 号 
令和３年度明石市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号） 

   今回の補正は、歳出で、後期高齢者医療広域連合納付金等を追加するとと

もに、歳入では、一般会計繰入金を減額する一方、後期高齢者医療保険料等

を追加するもの。 

 

〔 補正額   31,712 千円    補正後   4,408,785 千円 〕 

 

歳 入 

 

後期高齢者医療保険料 39,344 千円  後期高齢者医療保険料  

     

国 庫 支 出 金 211 千円  国 庫 補 助 金  

     

繰 入 金 △16,556 千円  一般会計繰入金  

     

繰 越 金 8,563 千円  前 年 度 繰 越 金  

     

諸 収 入 150 千円  受 託 事 業 収 入  

 

 

歳 出 

 

後 期 高 齢 者 医 療 28,435 千円  負担金補助及び交付金  

広 域 連 合 納 付 金     

     

諸 支 出 金 3,277 千円  健康診査補助金返還金 2,863 千円 

     

   国 庫 補 助 金 等 414 千円 

   精 算 金 償 還  
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議案第 ２ ０ 号 令和３年度明石市水道事業会計補正予算（第２号） 

  今回の補正は、給水戸数の増加等に伴う業務の予定量の変更を行うととも

に､事業費用では執行見込みによる各種経費の補正を行い、事業収益では給水

収益の減額等をするもので、当年度純利益 375,187 千円を予定するもの。 

また、資本的支出では建設改良費等の減額をするとともに、資本的収入では

企業債等の減額をするもの。 

 

事 業 収 益 

 

営 業 収 益 △50,000 千円  給 水 収 益  
     
特 別 利 益 1,000 千円  固 定 資 産 売 却 益  

 

事 業 費 用 

 

営 業 費 用 △113,700 千円  原 水 及 び 浄 水 費 △17,410 千円 
     
   配 水 及 び 給 水 費 △22,140 千円 
     
   受 託 工 事 費 △80 千円 
     
   業 務 費 △250 千円 
     
   総 係 費 △66,820 千円 
     
   資 産 減 耗 費 △7,000 千円 

 

資 本 的 収 入 

 

企 業 債 △7,500 千円  企 業 債  
     
工 事 負 担 金 △3,000 千円  工 事 負 担 金  

 

資 本 的 支 出 

 

建 設 改 良 費 △155,000 千円  第３次整備事業費 △140,000 千円 
     
   事 務 費 △15,000 千円 
     
企 業 債 償 還 金 △22,000 千円  企 業 債 償 還 金  

 

 

 



－24－ 

議案第 ２ １ 号 令和３年度明石市下水道事業会計補正予算（第２号） 

今回の補正は、処理場整備費等の減額に伴う業務の予定量の変更を行うとと

もに､事業費用では執行見込みによる各種経費の補正を行い、事業収益では過

年度損益修正益の追加をするもので、当年度純利益 743,624 千円を予定するも

の。 

また、資本的支出では建設改良費の減額をするとともに、資本的収入では国

庫補助金の減額をするもの。 

 

事 業 収 益 
 

特 別 利 益 650 千円  過年度損益修正益  

 

事 業 費 用 
 

営 業 費 用 △17,500 千円  管 渠 費 △700 千円 
     
   処 理 場 費 3,000 千円 
     
   水 洗 普 及 費 △4,300 千円 
     
   業 務 費 △9,900 千円 
     
   総 係 費 △5,600 千円 
     
営 業 外 費 用 30,000 千円  消費税及び地方消費税  
     
特 別 損 失 1,500 千円  過年度損益修正損  

 

資 本 的 収 入 
 

国 庫 補 助 金 △174,457 千円  国 庫 補 助 金  

 

資 本 的 支 出 
 

建 設 改 良 費 △184,000 千円  管 渠 整 備 費 △2,400 千円 
     
   処 理 場 整 備 費 △181,600 千円 
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議案第 ２ ２ 号 
山陽本線西明石構内南畑踏切除却立体交差工事委託契約

のこと 

１ 工事概要 

名   称 内       容 

山陽本線西明石

構内南畑踏切除

却立体交差 

本体工事 

橋脚基礎 ９箇所、ＥＶ基礎 １箇所 

ヤード工、土工、保安費 一式 

工事付帯 

監理業務委託、写図等 一式 

関連工事 

電気関連工事 一式 

 

２ 委託金額  金 ２２０，０００，０００円 

 

３ 相 手 方  大阪市淀川区宮原４－３－３９ 新大阪ＮＫビル 

西日本旅客鉄道株式会社 

取締役兼常務執行役員 近畿統括本部長 川 井  正 

 

（参考） 

  工事期限  令和５年３月３１日 
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議案第 ２ ３ 号 訴えの提起のこと 

１ 要  旨 

土地明渡等請求に係る訴えの提起につき、地方自治法第９６条第１項第

１２号の規定により議会の議決を求めるもの。 

 

 ２ 内  容 

  (１) 相 手 方 

      姫路市在住の個人 

  (２) 請求の要旨 

    明石市二見町西二見３７６番地の１の市有土地に遅くとも令和３年

１１月１日から正当な権原なく自動車を放置している相手方に対し、

自動車の撤去及び土地の明渡し並びに損害賠償金９，６５０円及びこ

れに対する令和４年４月１日から支払済みまで年３分の割合による遅

延損害金並びに令和４年４月１日から同土地の明渡し済みまで月額

１，９３０円の割合による損害賠償金の支払いを求めるもの。 
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議案第 ２ ４ 号 訴訟和解のこと 

１ 要  旨 

浸水事故に係る損害賠償請求事件の和解につき、地方自治法第９６条第

１項第１２号の規定により、議会の議決を求めるもの。 

 

２ 内  容 

(１) 事件の表示 

平成３０年（ワ）第２０７８号 損害賠償請求事件（甲事件） 

   令和元年（ワ）第７２４号 損害賠償請求事件（乙事件） 

(２) 事件の当事者 

ア 原   告 神戸市在住の個人 

イ 甲事件被告 明石市中崎１丁目５番１号 

         明石市  

          代表者 明石市長 泉  房 穂 

ウ 乙事件被告 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

         神戸市 

          代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

(３) 和解の要旨 

ア 明石市は、原告に対し、解決金として金１６５万円を支払う。 

イ 神戸市は、原告に対し、解決金として金１８５万円を支払う。 

(４) 事件の内容 

  平成２９年９月１７日の台風１８号の大雨により明石市が所有する

明石市明南町１丁目の土地が崩落し、神戸市が管理する雨水溝に土砂

が流れ込んだことにより、当該雨水溝から雨水が溢水し、原告が所有

する物品を保管する倉庫が浸水したとして、明石市及び神戸市に対し

て、損害賠償請求として金４７６万７１７４円及び遅延損害金の支払

いを求めて、神戸地方裁判所に訴えを提起したもの。 
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議案第 ２ ５ 号 包括外部監査契約のこと 

１ 要  旨 

令和４年度包括外部監査契約を締結することについて、地方自治法第２

５２条の３６第１項の規定により、議会の議決を求めるもの。 

 

２ 内  容 

 (１) 契約の目的 

令和４年度包括外部監査契約に基づく監査及び監査の結果に関する

報告を受けること。 

(２) 契約の始期 

令和４年４月１日 

(３) 契 約 金 額 

１２,０００,０００円を上限とする額 

(４) 相 手 方 

 ア 住 所  神戸市東灘区森北町７丁目１９－１８ 

 イ 氏 名  福 井  剛 

 ウ 資 格  公認会計士 

(５) 支 払 方 法 

業務完了後、請求を受けた日から３０日以内に支払う。 
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議案第 ２ ６ 号 市道路線認定のこと 

１ 要  旨 

開発行為により引継ぎを受けた道路を市道路線として認定しようとする

もの。 

 

２ 内  容 

 (１) 今回認定する路線 

  ア 路線数             ２０路線 

  イ 延 長          １，４４２メートル 

   ウ 面 積          ９，１７０平方メートル 

(２) 認定後の路線 

   ア 路線数          ３，２１１路線 

   イ 延 長        ６４５，９３０メートル 

   ウ 面 積      ４，６５８，０４４平方メートル 
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報告第 １ 号 

～  

報告第 ２ 号 

議決事項一部変更専決処分につき報告のこと 

 

報告 

番号 
要  旨 内  容 参  考 

第１号 

令和３年第１回定例会６月議

会において議決を受けた明石

市立沢池小学校給食室増築ほ

か（建築）工事請負契約につ

いて、令和４年度における国

庫補助金額の増加に当たり支

払条件を変更する必要が生じ

たことに伴い、令和４年１月

７日専決処分により一部変更

したので、報告するもの。 

支払条件の変更 

（変更前） 

令和３年度  

金 155,727,000円以内 

令和４年度  

残 額 

（変更後） 

令和３年度  

金 91,234,000 円以内 

令和４年度  

残 額 

相手方 

有限会社今里工務店 

 

工事期限 

令和４年６月３０日 

第２号 

令和３年第１回定例会３月議

会において議決を受けた文化

財収蔵庫設置工事請負契約に

ついて、地盤調査の結果、地

盤改良工事の施工数量が見込

みよりも多いことが判明した

ことから、請負金額を増額す

る必要が生じたことに伴い、

令和４年１月１３日専決処分

により一部変更したので、報

告するもの。 

請負金額の変更 

（変更前） 

金 193,600,000 円 

（変更後） 

金 196,570,000 円 

（2,970,000 円増額） 

相手方 

大和リース株式会社

神戸支店 

 

工事期限 

令和４年１月３１日 
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報告第 ３ 号 訴えの提起専決処分につき報告のこと 

１ 請求の要旨 

   市営住宅の家賃を長期間滞納する相手方に対し、住宅の明渡し並びに滞

納家賃、遅延損害金及び明渡し済みまでの間の損害賠償金の支払いを求め

るもの。 

 

２ 訴えの相手方等 

相手方 明渡し住宅 滞納家賃（円） 専決処分日 

明石市在住の個人 

 

市営貴崎住宅 ６８，９００ 令和３年 

１２月１４日 
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報 告 第 ４ 号 

～  

報 告 第 ５ 号 

損害賠償額決定専決処分につき報告のこと 

 

報告番号 要  旨 内  容 

第４号 

道路上の事故の損害

賠償額の決定につい

て、地方自治法第１８

０条第１項の規定に

より、令和３年１１月

３０日専決処分した

ので、報告するもの。 

(１) 損害賠償額  金 １６，２２６円 

(２) 相 手 方  神戸市在住の個人 

(３) 事故の内容  令和３年１０月２１日明石

市松が丘１丁目３番地先の道路上を相手方が歩

行中、側溝上に設置してあるグレーチング蓋の

隙間に足首を挟み、負傷させたもの。 

第５号 

損壊事故の損害賠償

額の決定について、地

方自治法第１８０条

第１項の規定により、

令和３年１２月１５

日専決処分したので、

報告するもの。 

(１) 損害賠償額  金 １３，２００円 

(２) 相 手 方  明石市在住の個人 

(３) 事故の内容  令和３年１１月２９日明石

市二見町西二見駅前４丁目１４８１番地の２地

先において、消防局消防署の職員が相手方であ

る傷病者のもとに向かうためメインストレッチ

ャーを曳行していた際、路上に落ちていた相手

方の眼鏡をメインストレッチャーの車輪でひ

き、損害を与えたもの。 
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議 案 目 録 

 

議案第 ４ １ 号  あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次長期総合計画）

策定のこと 

〃 第 ４ ２ 号  明石市工場立地法の特例措置及び周辺地域における生活環

境等の向上に資する取組の推進に関する条例制定のこと 

〃 第 ４ ３ 号  明石市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

制定のこと 

〃 第 ４ ４ 号  明石市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例制定のこと 
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議案第 ４ １ 号 
あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次長期総合計画）

策定のこと 

１ 要  旨 

明石市第５次長期総合計画の計画期間の満了に伴い、明石市自治基本条

例第２６条第１項の規定に基づき、市政を総合的かつ計画的に運営してい

くため、２０３０年度を目標年次とする新たな総合計画を策定することに

ついて、明石市議会の議決すべき事項等に関する条例第２条第１号の規定

により議会の議決を求めるもの。 

 

２ 内  容 

持続可能で、誰一人取り残さない社会の実現に向けて、市、市民、事業

者、各種団体等が、パートナーシップにより取組を進めていけるようＳＤ

Ｇｓの考え方をまちづくりの基軸とする総合計画を次のとおり策定する。 

  (１) 計画の期間 

２０２２年度～２０３０年度 

(２) 目指すまちの姿 

「ＳＤＧｓ未来安心都市・明石 ～いつまでも すべての人に や

さしいまちを みんなで～」 

(３) ２０３０年度の目標 

   ア 住みやすいと思う人の割合 １００％ 

   イ 人口３０万人の維持 

(４) まちづくりの方向性 

   経済・社会・環境の三側面に統合的に取り組む。 

ア 経済 

  にぎわいと活力が持続するまち 

イ 社会 

  すべての人が助け合い安心して暮らせるまち 

ウ 環境 

  人にも自然にも地球にもやさしいまち 
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議案第 ４ ２ 号 
明石市工場立地法の特例措置及び周辺地域における生活環

境等の向上に資する取組の推進に関する条例制定のこと 

 １ 要  旨 

   工場立地法に基づき、特定工場の緑地面積等の敷地面積に対する割合に

関する基準を定めるとともに、特定工場の周辺地域における生活環境等の

向上に資する取組を推進するため、新たに条例を制定しようとするもの。 

 

 ２ 内  容 

  (１) 本市の特定の区域内に存する特定工場の緑地面積率及び環境施設面

積率を次のとおり定める。 

区域 緑地面積率 環境施設面積率 

準工業地域、工業地域

及び工業専用地域（二

見町南二見を除く。） 

１００分の１０以上 １００分の１５以上 

二見町南二見（南二見

人工島） 
１００分の５以上 １００分の１０以上 

  (２) 周辺地域における生活環境等の向上に資する取組等の実施 

  特定工場内の緑地が減少する場合、明石市版ネット・ポジティブ・

インパクト（緑地の減少後の周辺地域の経済、環境及び社会の全体が、

緑地の減少前に比してより良いものとなることをいう。）として、市、

特定工場の設置者及び地域住民のパートナーシップの下、緑化等の取

組が行われなければならない。 

  (３) 明石市ネット・ポジティブ・インパクトアドバイザリー会議の設置 

  緑化等の取組の内容について専門的な立場から総合的に評価し、及

び助言するため、見出しの会議を設置する。 

(４) 協定の締結 

  明石市版ネット・ポジティブ・インパクトの達成のため、市、対象

事業者及び協働のまちづくり推進組織は、緑化等の取組を内容とする

協定を締結するものとする。 

 

３ 施行期日 

  令和４年４月１日 
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議案第 ４ ３ 号 
明石市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

制定のこと 

１ 要  旨 

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定の取扱いに準じて、本市一般

職の職員の期末手当の支給率を改定するほか、所要の整備を図ろうとする

もの。 
 

２ 内  容 

(１) 改正する条例 

 ア 明石市職員の給与に関する条例 

 イ 明石市一般職の任期付職員の採用並びに勤務時間及び給与等に関す

る条例 

 ウ 明石市会計年度任用職員の給与等に関する条例 

エ 明石市職員退職手当条例 

オ 明石市立学校職員の給与等に関する条例 

(２) 期末手当に関する改正 

ア 期末手当の支給率の改定 

（現行） １００分の１２７．５（再任用職員は１００分の７２．５） 

（改正） １００分の１２０（再任用職員は１００分の６７．５） 

イ 令和４年６月の期末手当の特例 

  改定後の支給率を用いて算定した場合の令和３年１２月の期末手当

の額と支給済みの令和３年１２月の期末手当の額との差額を、令和４

年６月の期末手当から減額する。 

(３) 採用年度により生じた給与水準の格差を是正するため、平成２９年

１月に昇給号数の抑制を受けた若年層を中心に、令和４年４月における

号給を復元する。 

(４) 当分の間、平成２９年１月に昇給号数の抑制を受けた定年退職者等

の退職手当の額は、号給を復元した給料月額を用いて算定する。 

(５) その他所要の整備 
 

 ３ 施行期日 

規則で定める日。ただし、２の(３)は令和４年４月１日、２の(４)は公布

の日 
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議案第 ４ ４ 号 
明石市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例制定のこと 

１ 要   旨 

人事院勧告を踏まえた本市一般職の職員の給与改定の取扱いに準じて、

本市特別職の職員の期末手当の支給率を改定するほか、所要の整備を図ろ

うとするもの。 

 

 ２ 内   容 

  (１) 改正する条例 

   ア 明石市特別職の職員の給与に関する条例 

   イ 明石市公営企業管理者の設置及び給与等に関する条例 

   ウ 明石市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

(２) 期末手当に関する改正 

ア 期末手当の支給率の改定 

（現行） １００分の２２０ 

（改正） １００分の２１２．５ 

イ 令和４年６月の期末手当の特例 

改定後の支給率を用いて算定した場合の令和３年１２月の期末手当

の額と支給済みの令和３年１２月の期末手当の額との差額を、令和４

年６月の期末手当から減額する。 

 

３ 施行期日 

  規則で定める日 
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